合併協議資料（第３回）

協議第５号　　財産及び債務の取り扱いに関すること（継続審議）

【現状】

関係社協が独自に財産及び債務を管理している。

【調整案】

関係社協の所有する財産および債務は、全て新社協に引き継ぐものとする。

　　　１．流動資産及び流動負債

　　　　　関係社協の流動資産及び流動負債は、全て新社協に引き継ぎ本所で管理する。

　　　２．固定資産及び固定負債

　　　　　関係社協の所有する固定資産および固定負債は、全て新社協に引き継ぐものとする。

・基本財産

　　　新市社協の基本財産は、関係社協がそれぞれに１００万円を持ち寄り、

定期預金６００万円とし、関係社協の所有する土地、建物を加えたもの

を基本財産とする。

・その他の固定資産及び固定負債

　　　関係社協の所有するその他の固定資産（建物、車両運搬具、機器及び備

品、ソフトウエア、退職共済預け金、退職積立預金、投資有価証券、人

件費積立預金、財政調整積立金、地域福祉積立金、備品購入積立金、運

用財産積立金）及び固定負債は、全て新社協に引き継ぎ本所で管理する

ものとする。ただし、退職共済預け金及び退職積立預金に関しては、退

職金運用規程を設け、適正な運用を図るものとする。また、人件費積立

預金、財政調整積立金、地域福祉積立金、備品購入積立金、運用財産積

立金に関しては、新社協の安定的な財政運営のために運用する財政調整

積立金と、関係社協において蓄積してきた寄付金等による地域福祉積立

金の二種類に統合し、それぞれ運用規程を設け、適正な運用を図るもの

とする。

【資料１】関係社協平成１４年度財産目録一覧（一部修正）

協議第７号　　組織及び事務機構に関すること

【現状】

関係社協独自の組織及び事務機構を形成している。

【調整案】

新市社会福祉協議会の組織及び事務機構は、全国社会福祉協議会の策定

した「市区町村社会福祉協議会経営指針」に基づき、「新市社会福祉協議

会組織・機構整備方針」を策定し、これに従って整備を図るものとする。

１．本所を、主たる事務所である上野地区に置き、支所を６カ所の地域福祉圏域（旧市町村単位）に設置する。なお、支所の運営に関しては、住民サービスが低下しないように十分配慮し、一定の人員を配置するものとする。

２．本所には、常務理事及び事務局長を配置し、法人全体の運営を統括する

ため、法人運営部、地域福祉活動推進部、福祉サービス利用支援部、在

宅福祉サービス部をそれぞれ置き、各部長及び部員を配置するものとす

る。

３．各支所から、経営管理理事を選出し、各支所長の職にあたるものとする。

４．各支所には、法人運営課、地域福祉活動推進課、福祉サービス利用支援

課、在宅福祉サービス課を置き、実施状況に合わせて適正な職員を配置

するものとする。

【資料２】新市社会福祉協議会組織・機構整備方針

【資料３】新市社会福祉協議会組織・事務機構図（案）

協議第８号　　職員の身分の取り扱いに関すること

【現状】

　各社協独自の規程、または、当該行政の規程に準ずる形で、職員の身分を

定めている。

【調整案】

関係社協の職員は、全て新市社会福祉協議会の職員として引き継ぐもの

とする。

１．職員の定数に関しては、「新市社会福祉協議会組織・機構整備方針」に

基づき、「組織及び事務機構に関すること」における調整内容により適正

に配置するものとする。

２．職員の職名に関しては、人事管理及び職員処遇適正化の観点から合併時

に調整し、統一する。

３．職員の職階に関しては、合併時に職名とともに級分類を調整し、統一する。

４．職員の給与に関しては、新市社会福祉協議会独自の給与規程を策定する。ただし、合併当初は、合併前の額を基準とし、それを保障し、著しく低い場合のみ、最少限の調整を行った上で、発足時の給与額を決定する。以後、数年をかけて段階的に調整を図り、抜本的な格差是正を行うとともに、能力に応じた新しい昇級基準による給与体系を確立する。

５．退職金の取り扱いに関しては、退職共済の加入変更が困難なことから、

既に加入している退職共済に関しては、引き続き継続加入することとす

る。その上で統一した退職金運用規定による運用に移行するものとする。

【資料４】職員現況調査一覧

【資料５】職員現況調査職員区分別一覧

　　　　

協議第９号　財源財務運営に関すること

【現状】

財源に関すること

　　　関係社協独自の財源による。

　　財務に関すること

　　　関係社協独自の財務システムにより、それぞれの経理担当者が経理し

ている。

【調整案】

「市区町村社協経営指針」に基づき、継続的に適切な事業評価やコスト把握のうえに立った中長期的な財政計画を策定し、公費確保のルール化や自主財源の確保など安定的な財政運営につとめる。

財源に関すること

　１．会費収入

　　　会費のあり方に関しては、「あいしあおう委員会」による、社協将来構

想の内容を尊重し、新たに会員（会費）規程を設け、会費の使途につ

いて会員にわかりやすく明示する。

　　２．寄付金収入

　　　　寄付台帳を作成し、寄付者には、寄付申込書の提出を受け、領収書を発行し、礼状を送付する。また、寄付者の心に応えるため、使途を明確にし、社協広報、各新聞社等を通じて掲載することにより透明性を高めていく。

　　３．補助金・受託金収入

　　　　・社協職員設置補助金

「新市社会福祉協議会組織・機構整備方針」に基づき、行政と調整の上、適正な人員を、新しい給与基準により算出し、徹底した業務の合理化を進めるとともに、住民サービスの低下をきたさないような職員配置に努める。

・各種補助金・受託金

各種補助事業・受託事業の趣旨を理解し、行政と連携をとり、新市の事業充実のために必要な財源を確保することで、事業の効果的、効率的な成果があがるよう割り充てていく。なお、公設施設の使用にあたって生じる使用料の支払いや、管理の請負に関しては、一定の基準を定め、本所及び支所それぞれにおいて使用契約を締結する。

　　４．事業収入

　　　　事業運営をしていく中で、必要な財源であり、経営の健全化に努めていく。

　　５．共同募金配分金収入

　　　　配分委員会を設け、厳正なる審査により、有効かつ適正に運用される

ように努める。

　　６．介護保険等事業収入

　　　　介護保険事業による収益及び損失は、財政調整積立金において本所が管理し、収益の向上、または、損失の回復に努め、収益金は新たに運用規程を定め、社会福祉事業への効果的な運用を図る。

　　７．利用料収入

　　　　事業の内容によっては、利用料を徴収し、利用者の事業への意識づけと、サービス内容の充実に充てる。

８．基金の運用

・財政調整積立金

　介護保険事業を中心とした各種事業運用のための資金として、財政調整積立金を設け、新たに運用規程を定め、円滑な事業運営を図る。

・地域福祉積立金

従来から支所ごとに積み立ててきた寄付金等の財産や、今後の寄付等を積み立てる手段として、全市的に活用する基金と、ある程度支所単位で活用できる基金とを区別した地域福祉積立金を設け、新たに運用規程を定め、きめ細かい地域福祉活動を推進する。

財務に関すること

１．財務システムは、本所支所統一した財務システムを導入し、経理規程に基づき、合理的な財務運営を図る。

２．本所には全ての財務を統括する経理担当者を配置し、常務理事及び事務局長の監督の下、健全な財務処理を遂行する。また、各支所法人運営課に経理担当者を配置し、支所ごとの事業及び窓口としての経理を担い、本所に報告する。

【資料６】平成１５年度関係社協事業別当初予算財源一覧

【資料７】平成１４年度関係社協事業別財源一覧

【資料８】平成１５年度関係社協財源内訳一覧

【資料９】平成１４年度関係社協介護保険収支一覧表

　　　　

協議第１０号　　定款に関すること

【現状】

　　関係社協独自に定款を定めている。

【調整案】

１．モデル定款を基本として、新市社会福祉協議会定款を作成する。

【資料１０】社会福祉法人　○○市社会福祉協議会　定款（案）
協議第１１号　公設施設の運営管理に関すること

【現状】

関係社協が独自に市町村行政と契約し、公設施設の使用及び運営管理を

行っている。

【調整案】

　　１．現在関係社協が使用している事務所は、すべて公設施設であること

から、合併後は、新市との間で公共施設賃借契約を締結することと

する。なお、その際には、法人部門、管理委託部門、介護保険事業

部門等に分類し、一定の基準により賃借料を新市に支払うものとす

る。ただし、光熱水費、駐車料金、電話回線使用料、設備備品什器

等の使用料、並びに、会館管理委託料に関しては、各借用施設の状

況に応じて賃貸契約に盛り込むか、別途契約を締結するものとする。

　　　

【資料１】関係社協運営管理施設一覧
【資料２】施設等の運営管理状況一覧

　　　
